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これからもお元気で！笑顔で長寿を祝福

長寿医療（後期高齢者医療）だよりほか
Public Relations Newsletter MIHARA

9

長
寿
医
療

&
後
期
高
齢
者
医
療
,

だ
よ
り

今
年
度
限
り
の
新
た
な
軽
減

︵
手
続
き
不
要
︶

◆
均
等
割
額
に
つ
い
て︵
年
間
分
︶

◆
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人
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口
座
か
ら
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が
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◆
所
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い
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年
間
分
︶

　
長
寿
医
療
制
度
︵
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
︶

は
、
医
療
費
の
増
大
が
今
後
見
込
ま
れ
る
中
、

将
来
に
わ
た
り
国
民
皆
保
険
制
度
を
守
り
、

家
族
や
社
会
の
た
め
に
長
年
尽
力
し
た
高

齢
者
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
続
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
若
い
世
代
と
高
齢
者
世
代
の

み
ん
な
で
支
え
あ
う
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
た
び
見
直
し
が
行
わ
れ

た
保
険
料
の
新
た
な
軽
減
と
支
払
い
方
法

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
　
　
　
　

　
　

　
7
割
軽
減
の
人
︵
1
2,
1
4
0
円
︶
⇩

8
.
5
割
軽
減
︵
6
,

0
0
0
円
︶
と
な
り
ま

し
た
。

　
総
所
得
金
額
等
か
ら
33
万
円
を
引
い
た

金
額
が
58
万
円
以
下
の
人
⇩
5
割
軽
減
さ

れ
ま
し
た
。

※
公
的
年
金
収
入
だ
け
の
場
合
は
、
年
間

額
２
１
１
万
円
以
下
で
所
得
割
が
５
割
軽

減
と
な
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
支
払
い
は
、
原
則
と
し
て
年

金
か
ら
の
天
引
き
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

次
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
は
、
口
座
か

ら
の
支
払
い
に
変
更
で
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
、
国
保
税
を

確
実
に
支
払
い
し
て
い
た
世
帯
主

　
本
人
の
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未
満

の
人

　
今
回
の
制
度
の
見
直
し
を
含
め
て
、
長

寿
医
療
制
度
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
に

理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
出
前
講
座

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。
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保険料の計算方法 

 

年金収入で見た軽減イメージ 年金収入のみの人の計算例 

 
見
直
し
前 

 

均等割額 
40,467円 

一人あたりの 
保険料 

　所得割額 
（総所得金額等－33万円）×7.14％ ＋ ＝

年金収入 

夫 165万円 

妻 79万円 

夫婦世帯の例（妻の年金収入135万円以下の場合）

※世帯の所得が低い人の均等割額は、7割、5割または2割軽減されます。 

所得割軽減ライン
211万円

所得割賦課ライン
153万円

7割軽減 

2割軽減 

5割軽減 

5割 
軽減 

8.5割軽減 

168万円 238万円 年金収入192.5万円

年金天引きの人 

被保険者本人に適用 

 被保険者本人の口座から支払いの人 

被保険者本人に適用 

 世帯主または配偶者の口座から支払いの人 

口座振替により支払った人に適用 

 

 

12,140円（7割軽減） 

12,140円（7割軽減） 

 

20,708円 

12,140円 

8,568円 

0円 

均等割額 所得割額 
所
得
割 

均
等
割 

保険料（年額） 
 

見
直
し
後 

 

年金収入 

夫 165万円 

妻 79万円 

6,000円（8.5割軽減） 

6,000円（8.5割軽減） 

 

10,284円 

6,000円 

4,284円 

 

 

0円 

（5割軽減） 

 

均等割額 所得割額 保険料（年額） 
 

保険料は、 

所得税・市県民税の 

社会保険料控除の対象となり、 

次のとおり取り扱われます。 

 

社会保険料控除の対象となる人 

0

↓ 

▲五藤市長からお祝いの
言葉を贈られる西本さん

これからもお元気で！笑顔で長寿を祝福

 

９
月
16
日
、
今
年
度
に
１
０
０

歳
を
迎
え
る
久
井
町
の
相
田
ウ

メ
ノ
さ
ん
と
宮
浦
三
丁
目
の
西

本
マ
ツ
ヨ
さ
ん
を
、
五
藤
市
長

が
そ
れ
ぞ
れ
訪
問
し
、
笑
顔
で

長
寿
を
祝
い
ま
し
た
。

　
五
藤
市
長
は
﹁
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど

う
ぞ
元
気
で
い
て
く
だ
さ
い
﹂

と
記
念
品
を
手
渡
し
ま
し
た
。

　
西
本
さ
ん
は
﹁
み
ん
な
が
よ

く
し
て
く
れ
て
、
苦
労
し
て
い

る
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

楽
し
み
は
テ
レ
ビ
で
ニ
ュ
ー
ス

を
見
る
こ
と
で
す
﹂
と
、
家
族
と

と
も
に
元
気
で
暮
ら
し
て
い
る

喜
び
を
語
り
ま
し
た
。

　
今
年
度
、
市
内
で
１
０
０
歳

を
迎
え
る
人
は
22
人
で
、１
０
０

歳
以
上
の
人
は
77
人
、
最
高
齢

は
１
０
９
歳
で
す
。
敬
老
の
日

を
中
心
に
、９
月
は
１
４
６
会
場
、

今
月
も
11
会
場
で
、
町
内
会
や

女
性
会
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど

の
主
催
に
よ
り
、
敬
老
事
業
の

開
催
や
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
す
。


